
事務所スナップ（弁護士　谷川　生子）
今では遠い昔の出来事のようですが、昨年１２月に事務所旅行でベトナムのハノイへ行きました。

所内にベトナムに関する本を何冊か置いて予習しましたが、やはり「百聞は一見にしかず」です。フランスの文化が色濃く残る街並み、多
種多様なハーブを使った料理には心惹かれました（帰国後、思わずベトナム料理の本を買ってしまったほど。）。都市部ではバイクの交通
量に圧倒され、信号と関係なく迫ってくるバイクに轢かれそうになりながら、皆で必死に横断歩道を渡ったことも良い思い出です。それで
もハノイは南部のホーチミンに比べ、どこか牧歌的でのんびりした雰囲気がありました。ハロン湾を船で周り、船の中で魚介料理を堪能す
るなど、今にして思えばなんと贅沢な旅でしょう。焼き物の村と言われるバッチャン村で買った鍋敷きを見ると、観光でもっていたあの村
は今どうなっているのかと思います。
報道によればベトナムは、新型コロナウィルスの感染者数が比較的少ないようです。それでも経済的なダメージを免れたはずはなく、この
先のことは予測もつきません。

そのときその場でしか味わえない空気。また事務所旅行を企画できるのは、いつになるのでしょうか。

弁護士　谷川生子

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

生活保護基準違憲訴訟（弁護士　古城　英俊）
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の影響を受け、仕事がなくなり収入が減ってしまった人も多くいます。これまでの生活の
中では予想もしていなかった事態が突然起こり、収入を得られないことを現実として受け止められない人もいます。生活が困窮した場合に
どうすればよいか、正しい知識も必要です。

コロナ禍で生活保護申請の件数が増加しています。生活保護は、国民の最後のセーフティーネットであり、健康で文化的な最低限度の生活
が保障されます。この最低限度の生活の基準は２０１３年に引下げられましたが、この引下げが不当な根拠に基づくものであり違憲・違法
だとして、埼玉も含め全国２９の裁判所で約１０００人の原告が闘っています。

長く続いている裁判ですが、６月２５日に名古屋地方裁判所で出た初めての判決は、原告の請求をすべて棄却するというものでした。裁判
所は、基準改定に当たって考慮すべきと法律で定められている事項についても考慮する必要がないと判断したり、専門家の検討を無視して
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もかまわないと述べたりするなど、極めて不当な判決でした。
名古屋での控訴審、全国の地方裁判所の闘いは続きます。

弁護士　古城　英俊

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

コロナと変化（弁護士　梶山　敏雄）
新型コロナは私達のこれまでの日常を根底的なところから考え直させる様々な問題提起をしていると思われます。

私たち弁護士の仕事も、依頼者の方たちとの相談・打合せの形態、裁判所への出頭や書面の提出に関するＩＴ化の進行、自宅業務の在り方
など、今後に大きな変化が起こる予感があります。

一方安倍政権は、自殺者まで出した「森友」や「桜」の問題追及、アベノマスクを初めとするコロナ対策の度重なる不手際などで支持率が
大幅下落し、それらから何とか国民の目をそらせるための国会閉会という「しばらくすれば国民はみな忘れる」といういつもの策を弄して
います。しかし、検察庁をも自己の利益のために取り込もうとする企みを大きな反対のうねりでに廃案に追い込んだ国民のエネルギーの力
強さには、「どっこい、捨てたもんじゃない」という久しぶりの気持ちの高まりを思い起こさせてくれました。

元法務大臣らの買収容疑での逮捕など次から次へと出て来る自公による腐敗政治の現象、日本を私物化している安倍政権に対して、その口
癖である「責任を感じる」だけで終わらせず、「責任を取らせる」結果を何としても実現させたいものです。

未だ未だやり方によっては日本のしぶとい健全な力が引き出されると、期待と変化も感じさせられているこのコロナ期間です。

弁護士　梶山　敏雄

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）
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コロナ（弁護士　伊藤　明生）
このコロナ騒動の最中多くの方がそうであるように私も自宅に閉じこもっていました。テレビにかじりつき，ネットで情報を収集していま
した。バンド練習は２月中旬からメンバーの意見もあり，中止になりました。３月には，病院に行くことも控えました。

そして，４月に入ると，裁判所の仕事も無くなり，一層外出することがなくなりました。血圧の関係で通院していたお医者さんは，薬だけ
受け取りにいきました。

三密を避ければジョギングは大丈夫とのことだったので，ジョギングはできるだけ続けました。しかし，そのうち，ジョギングする時でも
マスクをしないと飛沫感染の怖れがあるといわれるようになり，マスクをして，毎日のようにはしるようになりました。６月の初めには，
１９キロを２日続けて走ったこともありました。ただ，左足に麻痺が少し残っているため歩くような速さです。わたしは今のところ大丈夫
です。このコロナ騒動この先どうなるか分かりません。みんなの健康，いのちがおびやかされないことを祈ります。

弁護士　伊藤　明生

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

「給与ファクタリング業者」に対する集団訴訟（弁護士　鴨田
譲）
「給与ファクタリング業者」とは，いわゆるブラックリストに登録されているなどの事情で消費者金融などから融資を受けることが困難に
なっている方をターゲットに，「ブラックでも即日融資に代わる資金調達が可能」，「給料債権の買い取りサービスを提供しているファク
タリング会社」であることなどをインターネット上で宣伝し，貸金ではない「給料ファクタリング」であるとの説明のもと，利用者に約定
金額から手数料を差し引いた金額を交付し，支払日に，交付金額に利益を上乗せした約定金額の支払いを受けて利益を得るという取引を繰
り返している業者です。

例えば，1月25日に，利用者の10万円の給与を業者が8万円で割り引いて買い取るという形式で利用者に8万円を交付し，翌月の2
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月25日の給料日に，利用者が会社から給与の支払いを受けた中から，10万円を業者に引き渡す（支払う）というものです（この場合，
年利285％になります。）。

しかし，これは，貸金業でないことを仮装し，貸金業法及び出資法等の法規制を免れて高金利を得るための脱法行為・暴利行為であり，そ
の実質は，金銭消費貸借契約，つまり貸金となんら変わりはありません。このような給与ファクタリングによる被害は，急速に全国に広がっ
ています。

そのため，5月13日，「七福神」という名称で給与ファクタリング業を行っている業者を被告として，９名の利用者（被害者）が原告と
なり，これまで支払った金銭について，元本を含めて全額を不当利得として請求する集団訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
これまでに給与ファクタリング被害に遭われた方を救済し,今後の被害拡大を防ぐために尽力していきたいと思います。

弁護士　鴨田　譲

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

ウェブ会議の実感（弁護士　竹内　和正）
新型コロナウイルスの関係で、会議や打ち合わせがネット上で行われるようになっています。スマートフォンにインストールした会議用の
ＺＯＯＭにアクセスし、ブルートゥースを接続したワイヤレスイヤホンをはめて移動しながら会議に参加したときは未来がきたと思いました
（今年の初めには知らなかった言葉ばかりです。）。コロナ前からＩＴ化へのながれはありましたが、これをきっかけにさらにインターネッ
トの世界が広がっていくことは明らかです。

ただ、なかなか難しいなという実感があります。

人がいないので別のことをしたり、落書きをしたりしてしまう（いまだに僕のプリントは落書きだらけ・・・）のは、まあ、僕の問題です
し、ウェブ会議に限らないのでよいのですが、他方で、目を見て話ができるということがどれほど重要かということを思い知らされている
気がします。慣れの問題もあるかもしれませんが、決定事項の確認や報告はなんとかなるものの、多人数で議論することはなかなか難しい
ですね。そういう意味では裁判のＩＴ化も進んでいますが、やはり慎重にすすめていく必要があるのだと思います。

また、インターネットの世界が広がっていくにつれて、反対に、インターネット外の世界（とあえて言います）を充実させることがより重
要になってくると思います。個人的には、元々ＳＮＳ関係は怖い人が多いので近寄らないようにしており、さらにコロナ情報の錯綜で疲れ
てしまったのでインターネット活動の自粛も宣言していますが、例えば休日はインターネット環境を断つというようなライフスタイルを選
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択する人も増えてくるのではないでしょうか。なんか、もう、これ以上、知らない人とつながらなくてもいいですよね。

弁護士　竹内　和正

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

医療従事者の危機（弁護士　牧野　丘）
私が日頃からお世話になっている県内の大きな病院は、もともと感染症専門の部門は持っていませんでしたが、新型コロナ患者を受け容れ
ることとし、陰圧室を新たに設け、他の目的の建物１棟を新型コロナ対応用に改変しました。担当するスタッフの訓練も早急に行い、薬剤
の使用に関する倫理委員会を直ちに開催するなどしました。未曾有の社会危機に対応する強く気高い使命感がその準備の推進力になったと
のことですが、折しも近隣の病院では院内感染も報道されており、生半可なの使命感ではなし得ない、たいへんな緊張状態だったと聞いて
います。

ここに記しただけでも相当な費用がかかったことは容易に想像できますが、病院の財政は、たいへん苦しいものに変わりました。経費負担
だけでなく、病院を訪れる患者さんの数が激減しました。患者数の減少は、感染者対応をした病院以外でも同じようですが、感染者対応を
した病院はなおさらとのことです。賞賛されながら、逆に病院から足を遠ざける要因にもなっています。

また、世間では医療従事者に対する拍手や賛辞が一種の流行のようにして行われていますが、その一方で、医療従事者の子が保育園への通
園を拒否されたり、差別の対象になる事実も数多く報告されています。

危険を冒して正面から立ち向かおうとする人々が間違いなく存在するわけです。心身共に疲弊しきって闘ってくれました。その人々がご褒
美どころかボーナスカットなど経済的に追いやられ、地域の中でも孤立感を味わう。第２波の到来は不可避と言われていますが、次もまた
同じ人々に同じ心身の負担をお願いできるでしょうか。財政的な手当と社会全体で支えるマインドができないと第２波には耐えられないの
ではないでしょうか。「感謝の拍手」を聞くとこんな状態でさらに使命感に燃えて職務を全うせよ、というプレッシャーを感じる、と話す
医療従事者の方々も全国、いや世界で大勢いらっしゃるようです。医療者のやりがいを搾取するかのような社会が持続可能と言えるのかど
うか・・・。

弁護士　牧野　丘
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（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

コロナと外国人（弁護士　鈴木　満）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、入国規制が行われた結果、来日予定であった技能実習生が来日できなくなったことで、
農業では、人手不足となり、その結果、野菜などの値段が高騰しました。
これは一例ですが、新型コロナウイルス感染症は、日本社会がいかに海外、外国人に依存していることを浮き彫りにしました。

外国人労働者は、日本社会を構成する人たちとして無視できない存在となっていると言えると思います。本年６月２８日には、「日本語教
育の推進に関する法律」が施行され、日本語に通じない外国人や日本国籍を有していても日本語に通じない人に対する日本語教育の推進に
関する、国、地方自治体、事業主の責務が法律で定められました。
日本社会の一員ともいえる外国人労働者ですが、労働力の調整のために使われているところもあるため、新型コロナウイルス感染症による
不況によって、影響を受けやすいのがこの外国人労働者です。

留学生の中には、飲食店などでアルバイトして学費や生活費を稼いでいる人も多いため、店が休業したことにより、収入がなくなり、生活
に困窮している人もいると聞きます。また、技能実習生は決まった職種の実習先でしか働くことができず、実習先が倒産しても、次の実習
先が見つからなければ、帰国しなければなりません。技能実習生の中には、日本での収入を充てにして、多額の借金をして来日する人もた
くさんいるため、途中で帰国することは、とても大変なことです。留学生や技能実習生以外の外国人でも、在留資格が日本国内での職業と
結びついている人がたくさんおり、そういった人たちの中には、職を失えば、帰国せざるを得なくなる人もいます。

ここで書いたこと以外にも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の情勢の中では、外国人だから、ということで、様々なところで大変な
思いをしている外国人がいると思います。外国人だから、日本人だから、ということで区別することなく、日本社会を構成する一員として
手を取り合ってこの困難を乗り越えていけたらと思っています。

弁護士　鈴木　満

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）
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コロナ自粛下からみえた子育て世代の問題（弁護士　南木　ゆう）
新型コロナウイルスの感染拡大で、様々な社会活動に影響が出ていますが、働きながら子育てをしている世代は、何より保育園、幼稚園、
小学校が自粛となったことが大変だったと思います。徐々にですが再開し始めて、一息つかれているご家庭も多いと思います。お疲れさま
でした。私も夫と１日交代で勤務と子守を行っており、短い時間の中で普段と同じパフォーマンスを発揮するためにご褒美お菓子制度を導
入し、かつ、１日おきのステイホームでエネルギー消費を最小限に抑えていましたので、人間として一回り大きくなれた気がしています。

この間法律相談では、解雇や退職勧奨、給料不払いの問題が多数寄せられていました。特に、子育て中の時短勤務ママさんたちが、真っ先
にクビを切られそうになっているという相談が多く、胸が痛みました。少子化もそうですが、現在共働きの家庭が増えています。企業とし
ても、子育てと両立しやすい環境を整え、子育て世代こそ大事にしていかなければ、今後いい人材が確保できなくなってしまうという現状
をもっと理解する必要があります。むしろ、リモートワーク等によって、子育て世代にも活躍できる場が広がったという側面もあり、コロ
ナ下の対応には企業の未来がかかっているといっても良いと思います。業績が悪化したら、弱い立場の人を安易に切り捨てるというのでは
なく、それぞれの職種にあった新しい働き方を知恵をしぼって考える必要があります。バリバリ働くママ友さんたちからは、「意外に家で
もできたね。」という感想をたくさん聞きます。ＩＴに疎い上司には、むしろ「こんな働き方ができるよ！」ということをどんどん提案し
ていくのも良いかもしれません。

弁護士　南木　ゆう

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

コロナ禍の下での労働相談・法律相談（弁護士　高木　太郎）
電話や対面で受ける相談にもコロナ禍の影響が出ている。

労働相談の具体例で言えば、①舞台やイベント関係の仕事をフリーランスで行っているが、全く仕事が入らなくなった、②コロナの問題で
就職したばかりの事業所が閉鎖されたが、自己都合扱いとされ、解雇予告手当も払ってもらえない、③運送業だがコロナの影響で仕事が減っ
たとしていきなり給料を半額にすると言われた、などが寄せられている。

しかし、その多くが、弁護士への依頼には結びつかない。その理由は、誤解を恐れずに一言でいえば「裁判で争っている余裕がない」とい
うことである。話を聞いているうちに、まず、行うべきは、明日の収入を確保することが必要ということになり、生活保護を初めとする生

https://saitamasogo.jp/archives/87226
https://saitamasogo.jp/archives/87223


活保障のアドバイスがまず必要となる事案が少なくない。

６月に実施された埼玉土建の「コロナに負けるな、何でも相談会」においては、相談件数の大半は、持続化給付金（昨年同月と比較して売
上が半減している月があれば、最大２００万円、１００万円を給付する制度）の受給要件、支給手続に関するものであった。まずは、当面
の資金が必要であり、そして、雇用調整助成金（従業員の雇用を維持するために事業者に補助をする制度）等の難しい手続ではなく、比較
的請求が簡易な持続化給付金が必要とされていたのである。

緊急事態には、金を迅速に出せる行政・政治の役割がとても大事で、現場で相談を受ける私たちは、現場の実態を政治に・行政に届けるこ
とが必要なのだと痛感した。その実態に対応しない政治なら、変えなければならない、ということは当然である。

弁護士　高木　太郎

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 


